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(57)【要約】
【課題】使用する無線周波数が限定されている場合でも
、移動体との安定した無線通信を実現できる無線通信シ
ステムを提供することにある。
【解決手段】高速用基地局１０と通常基地局２０のそれ
ぞれを制御して無線通信を行なう無線通信システムであ
る。高速用基地局１０は、高速用アンテナ１１及び高速
用無線通信ユニット１３を含む。通常基地局２０は、ダ
イバーシティ方式のアンテナ２１及び通常用無線通信ユ
ニット２３を含む。サーバ３０は、高速用基地局１０ま
たは通常基地局２０のいずれかで受信した有効な受信デ
ータを取得する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体との間で無線通信を行なうための第１のアンテナ、及び前記第１のアンテナで受
信された電波を処理して受信データを生成する第１の無線通信装置と、
　設定速度以上で高速移動する移動体との間で無線通信を行なうための第２のアンテナ、
及び前記第２のアンテナで受信された電波を処理して受信データを生成する第２の無線通
信装置と、
　前記第１の無線通信装置及び前記第２の無線通信装置に対して同一の無線通信チャネル
を設定し、前記第１の無線通信装置または前記第２の無線通信装置の一方から、前記移動
体との無線通信により受信された有効な受信データを取得する制御手段と
を具備したことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　前記第１のアンテナは、ダイバーシティ方式のアンテナであり、
　前記第２のアンテナは、前記第１のアンテナと異なる指向特性又は利得特性を有し、高
速移動する移動体との無線通信による受信特性が相対的に優れている高速用アンテナであ
ることを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記第１の無線通信装置は、前記第１のアンテナとしてダイバーシティ方式のアンテナ
を使用し、前記第１のアンテナで受信された電波を処理する第１の無線通信ユニット、及
び前記第１の無線通信ユニットの出力信号から受信データを生成する第１のデータ処理手
段を含み、
　前記第２の無線通信装置は、前記第２のアンテナとして前記第１のアンテナと異なる指
向特性又は利得特性を有する高速用アンテナを使用し、前記第２のアンテナで受信された
電波を処理する第２の無線通信ユニット、及び前記第２の無線通信ユニットの出力信号か
ら受信データを生成する第２のデータ処理手段を含むように構成されていることを特徴と
する請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記制御手段は、
　前記第１の無線通信装置及び前記第２の無線通信装置から取得した各受信データを比較
して、データ欠損量が相対的に少ない受信データを採用するデータ判定手段を含むことを
特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　前記第１の無線通信装置から取得した受信データに基づいて前記移動体の移動速度を算
出する手段と、
　前記移動速度が設定速度以上の場合に、前記第２の無線通信装置を起動して前記第１の
無線通信装置に設定された無線通信チャネルと同一のチャネルを設定し、前記第２の無線
通信装置から出力される受信データを有効な受信データとして取得する手段と
を含むことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の無線通信システム
。
【請求項６】
　前記第２のアンテナの方向を調整するための調整機構を有し、
　前記制御手段は、前記第２の無線通信装置から出力される受信データで、データ欠損量
が許容範囲内である有効な受信データを取得する場合に、当該受信データのデータ欠損量
に基づいて前記調整機構を制御して前記第２のアンテナの方向を調整する手段を含むこと
を特徴とする請求項１から請求項３、及び請求項５のいずれか１項に記載の無線通信シス
テム。
【請求項７】
　前記第２の無線通信装置を有する基地局が複数の場所に配置されて、当該各基地局は受
信可能な無線通信エリアとして異なる無線通信エリアを有し、
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　前記制御手段は、前記移動体が通過した無線通信エリアに対応する基地局に対して前記
第２のアンテナによる受信機能を停止させて、前記移動体の移動範囲に対応する無線通信
エリアの基地局に対して前記第２のアンテナによる受信機能を起動させる手段を含むこと
を特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項８】
　前記移動体は位置情報を示すデータを送信する手段を有し、
　前記制御手段は、前記第１の無線通信装置または前記第２の無線通信装置により受信さ
れた前記移動体からの受信データに基づいて、前記移動体の位置や移動速度などの移動状
態に関する情報を収集する手段を含むことを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか
１項に記載の無線通信システム。
【請求項９】
　移動体との間で無線通信を行なうための第１のアンテナ、及び前記第１のアンテナで受
信された電波を処理して受信データを生成する第１の無線通信装置と、設定速度以上で高
速移動する移動体との間で無線通信を行なうための第２のアンテナ、及び前記第２のアン
テナで受信された電波を処理して受信データを生成する第２の無線通信装置と
を有する無線通信システムに適用する無線通信方法であって、
　前記第１の無線通信装置及び前記第２の無線通信装置に対して同一の無線通信チャネル
を設定するステップと、
　前記第１の無線通信装置または前記第２の無線通信装置から前記移動体との無線通信に
より受信された受信データの中で、有効な受信データを選択して取得するステップと
を有する手順を実行することを特徴とする無線通信方法。
【請求項１０】
　前記取得ステップは、
　前記第１の無線通信装置及び前記第２の無線通信装置から取得した各受信データを比較
して、データ欠損量が相対的に少ない受信データを採用するステップを含むことを特徴と
する請求項９に記載の無線通信方法。
【請求項１１】
　移動体との間で無線通信を行なうための第１のアンテナ、及び前記第１のアンテナで受
信された電波を処理して受信データを生成する第１の無線通信装置と、設定速度以上で高
速移動する移動体との間で無線通信を行なうための第２のアンテナ、及び前記第２のアン
テナで受信された電波を処理して受信データを生成する第２の無線通信装置と
を有する無線通信システムに適用する無線通信方法であって、
　前記第１の無線通信装置から取得した受信データに基づいて前記移動体の移動速度を算
出するステップと、
　前記移動速度が設定速度以上の場合に、前記第２の無線通信装置を起動して前記第１の
無線通信装置に設定された無線通信チャネルと同一のチャネルを設定するステップと、
　前記第２の無線通信装置から出力される受信データを有効な受信データとして取得する
ステップと
を有する手順を実行することを特徴とする無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば移動体の移動状態に関する情報を収集するための無線通信システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線通信を利用して、自動車やオートバイ、列車などの移動体が移動（走行）し
ているときの移動状態、具体的には移動体の位置、姿勢や移動速度などの各種情報をリア
ルタイムに収集するシステムが開発されている。このようなシステムにより、例えばモー
タースポーツにおいて、レース場を高速走行する自動車やオートバイの走行監視を行なう
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ことができる。
【０００３】
　ところで、無線通信は有線通信と比べると、環境によっては通信エラーが発生する可能
性が高くなる。具体的には、通信が途切れて、移動体から送信された位置情報や速度情報
を示す各種データを受信できず、結果として必要なデータをリアルタイムに収集できない
事態となる。特に、高速に移動する移動体との無線通信では、連続通信が不安定になるこ
とがある。
【０００４】
　このような移動体との無線通信を安定化するための改善方法が提案されている（例えば
、特許文献１を参照）。この先行技術文献による方法は、列車や自動車などの移動物体と
の無線通信を行う際に、移動物体に搭載した２つの無線機で、それぞれ異なる基地局と通
信を行なう。この場合、片方の無線機による通信が実行できない場合には、次に近づいて
くる基地局との通信を開始することで安定した連続通信を実現するものである。
【特許文献１】特開２００７－６３５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　先行技術文献の方法では、１つの移動物体に対して２つの無線通信周波数を割り当てる
必要がある。このため、複数台の自動車が走るような場所では割り当てることができる無
線周波数が枯渇し、また同一の周波数を用いた移動物体が同じ通信エリアに入ってしまう
と無線通信が混信してしまう問題がある。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、使用する無線周波数が限定されている場合でも、移動体との
安定した無線通信を実現できる無線通信システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の観点に従った無線通信システムは、移動体との間で無線通信を行なうための第
１のアンテナ、及び前記第１のアンテナで受信された電波を処理して受信データを生成す
る第１の無線通信装置と、設定速度以上で高速移動する移動体との間で無線通信を行なう
ための第２のアンテナ、及び前記第２のアンテナで受信された電波を処理して受信データ
を生成する第２の無線通信装置と、前記第１の無線通信装置及び前記第２の無線通信装置
に対して同一の無線通信チャネルを設定し、前記第１の無線通信装置または前記第２の無
線通信装置の一方から、前記移動体との無線通信により受信された有効な受信データを取
得する制御手段とを備えた構成である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、使用する無線周波数が限定されている場合でも、移動体との安定した
無線通信を実現できる無線通信システムを提供することができる。特に、高速に移動する
移動体との安定的な無線通信を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。
【００１０】
［第１の実施形態］
　図１は、本実施形態に関する無線通信システムの構成を説明するためのブロック図であ
る。
【００１１】
　本システムは、図１に示すように、高速用アンテナ（第２のアンテナ）１１、混合器１
２、高速用無線通信ユニット（第２の無線通信装置）１３、及びデータ処理部１４を有す
る無線基地局（便宜的に高速用基地局と表記する）１０と、通常の無線基地局（便宜的に
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通常基地局と表記する）２０と、サーバ３０とから構成されている。
【００１２】
　通常基地局２０は、複数のアンテナ２１Ａ，２１Ｂから構成されるダイバーシティ方式
のアンテナ（第１のアンテナ、便宜的に通常アンテナと表記する）２１、混合器２２、通
常無線通信ユニット（第１の無線通信装置）２３、及びデータ処理部２４を有する。
【００１３】
　高速用アンテナ１１は、通常アンテナ２１に対して、指向性又は利得特性が異なるアン
テナである。具体的には、設定速度以上の高速移動している移動体との無線通信に適応す
る例えばアダプティブ・アレーアンテナである。
【００１４】
　高速用無線通信ユニット１３は、複数のチャネル（無線通信周波数）の割り当てが可能
であり、高速用アンテナ１１により受信された電波からディジタルデータに変換するなど
の処理を実行する。通常無線通信ユニット２３は、複数のチャネル（無線通信周波数）の
割り当てが可能であり、通常アンテナ２１により受信された電波からディジタルデータに
変換するなどの処理を実行する。なお、本実施形態では、高速用無線通信ユニット１３及
び通常無線通信ユニット２３のそれぞれが有するデータ送信機能については、説明を省略
する。
【００１５】
　データ処理部１４は、高速用無線通信ユニット１３から出力されるデータから受信デー
タを復号化するなどの処理を実行する。同様に、データ処理部２４は、通常無線通信ユニ
ット２３から出力されるデータから受信データを復号化するなどの処理を実行する。
【００１６】
　サーバ３０は、後述するように、チャネル（無線通信周波数）の割り当てなどを含む基
地局１０，２０の制御処理や、無線通信を利用して移動体の移動状態、即ち位置、姿勢や
移動速度などの各種情報をリアルタイムに収集する処理などを実行する。
【００１７】
（システムの動作）
　以下図２のフローチャートを参照して、本実施形態のシステムの動作を説明する。
【００１８】
　本実施形態のシステムは、例えばレース場を走行する自動車などの移動体の移動状態を
監視するために、移動体の位置、姿勢や移動速度などの各種情報をリアルタイムに収集す
る処理を実行する。
【００１９】
　ここで、高速用基地局１０及び通常基地局２０は、便宜的にそれぞれ単一であるとして
、例えばレース場の所定の位置に配置されている。サーバ３０は、高速用基地局１０及び
通常基地局２０の各無線通信ユニット１３，２３に対して、同一チャネル（同一の無線通
信周波数）を割り当て、両方の基地局１０，２０を同時に起動させる。
【００２０】
　移動体は、無線通信装置を搭載しており、走行中の位置や速度などの移動状態を示す送
信データ（便宜的に、ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ＊とする、但し「＊」はデータの終わりを示す
記号である）を電波に変換して連続的に送信する（ステップＳ１）。高速用基地局１０及
び通常基地局２０はそれぞれ、高速用アンテナ１１及び通常アンテナ２１により、移動体
からの電波を受信する（ステップＳ２Ａ，Ｓ２Ｂ）。
【００２１】
　通常基地局２０は、前述したように、通常アンテナ２１としてダイバーシティ方式のア
ンテナを使用している。ダイバーシティ方式は、移動体から送信される電波の強度がフェ
ージングの影響などで低下した場合でも、２つのアンテナ２１Ａ，２１Ｂを切り替えるこ
とにより、電波の受信状態を補償している。しかし、アンテナの切替え判定の処理には多
少の時間を要するため、その処理時間分だけ通信頻度が制限されてしまう。一方、高速用
基地局１０は、設定速度以上の高速移動している移動体との無線通信に適応した高速用ア
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ンテナ１１を使用している。従って、高速用基地局１０は、特に高速で走行している移動
体から送信された電波を、正常に受信している可能性が高い。
【００２２】
　高速用基地局１０では、データ処理部１４は、高速用無線通信ユニット１３から出力さ
れるデータから受信データを復号化して、サーバ３０に出力する（ステップＳ３Ａ）。こ
の場合、高速用基地局１０で復号化された受信データを、「ＡＢＣＤＥＦＧＨ」とする。
一方、通常基地局２０では、データ処理部２４は、通常無線通信ユニット２３から出力さ
れるデータから受信データを復号化して、サーバ３０に出力する（ステップＳ３Ｂ）。こ
の場合、通常基地局２０で復号化された受信データを、「ＡＢＣＤＥＦ」とする。
【００２３】
　サーバ３０は、高速用基地局１０のデータ処理部１４から出力された受信データ（ＡＢ
ＣＤＥＦＧＨ）、及び通常基地局２０のデータ処理部２４から出力された受信データ（Ａ
ＢＣＤＥＦ）を取得し、各受信データのデータ容量を比較する（ステップＳ４）。ここで
、高速用基地局１０及び通常基地局２０のいずれも、移動体が送信した送信データ（ＡＢ
ＣＤＥＦＧＨＩ＊）の中で、その送信データの終わりを示す記号（＊）のデータを受信で
きなかったと想定する。
【００２４】
　サーバ３０は、データのデータ容量を比較した結果として、高速用基地局１０で受信さ
れた受信データ（ＡＢＣＤＥＦＧＨ）が、相対的にデータ（ＧＨ）の分だけ通常基地局２
０での受信データ（ＡＢＣＤＥＦ）より多いため、高速用基地局１０で受信された受信デ
ータ（ＡＢＣＤＥＦＧＨ）を採用する（ステップＳ５）。これにより、サーバ３０は、高
速用基地局１０で受信された受信データに基づいて、特に高速に走行している移動体の移
動状態、即ち移動体の位置、姿勢や移動速度などの各種情報をリアルタイムに収集する。
【００２５】
　以上のように、特に高速に移動している移動体から送信されるデータを受信して処理す
る場合に、ダイバーシティ方式の通常アンテナ２１を使用している通常基地局２０では、
移動体から送信される電波の強度がフェージングの影響などで低下した場合に、アンテナ
の切替え判定の処理時間分だけ通信頻度が制限されて、受信データに欠損が発生する可能
性が高い。
【００２６】
　そこで、本実施形態のシステムであれば、通常基地局２０と同時に、同一チャネル（同
一無線通信周波数）が割り当てられた高速用基地局１０でも、移動体からの受信データを
取得する。この場合、高速用基地局１０は、相対的に指向性が優れた高速用アンテナ１１
により、通常基地局２０と比較して、相対的に精度の高い電波受信が可能である。従って
、サーバ３０は、相対的に受信データ量が多い高速用基地局１０により復号化された受信
データを採用することにより、通常基地局２０での受信データの欠損を補償することがで
きる。換言すれば、本実施形態のシステムでは、サーバ３０は、通常基地局２０又は高速
用基地局１０で受信した受信データの中で、データ欠損が少ない方を正式な受信データと
して採用する。
【００２７】
　ここで、無線通信では、送信データの一部が無線通信エラーによって欠損した場合、こ
の欠損データが届いたときに、送信側に再送要求を送るのが一般的である。しかし、無線
通信頻度が多くなった場合、この再送要求を行うと通信頻度が制限されてしまう。そこで
、本実施形態システムでは、データ欠損が少ない受信データを正式なデータとして採用す
ることにより、送信側である移動体に対して再送要求を行なう処理を省略することが可能
となる。
【００２８】
　これにより、本実施形態のシステムであれば、特に設定速度以上で走行する移動体との
安定した無線通信を実現して、移動体の移動状態を監視するための必要な受信データを取
得することが可能となる。この場合、高速用基地局１０と通常基地局２０には、同一チャ
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ネル（同一無線通信周波数）を割り当てるため、割り当てる無線通信周波数が枯渇するよ
うな事態を防止できる。
【００２９】
　なお、高速用基地局１０と通常基地局２０をそれぞれ単一の場合について説明したが、
これに限ることなく、高速用基地局１０と通常基地局２０のそれぞれ、あるいは高速用基
地局１０のみを複数台にさせる構成でもよい。
【００３０】
　なお、本実施形態のシステムの適用分野として、モータースポーツの自動車の移動監視
について述べたが、これ以外に、例えばパトロールカーや白バイの走行監視などにも適用
できる。
【００３１】
　また、本実施形態では、高速移動している移動体との無線通信について述べたが、相対
的に低速の移動体との無線通信において、通常基地局２０で受信した受信データの方がデ
ータ量が多い場合には、当然ながら、通常基地局２０で受信した受信データを採用する。
さらに、高速用基地局１０と通常基地局２０のそれぞれが受信した受信データが同一のデ
ータ量の場合には、いずれか一方の受信データ、または両者を合わせた受信データを採用
してもよい。
【００３２】
［第２の実施形態］
　図３は、第２の実施形態に関する無線通信システムの動作を説明するためのフローチャ
ートである。なお、当該システムの構成は、図１に示す第１の実施形態に関するシステム
と同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００３３】
　本実施形態のシステムでは、サーバ３０は、最初に、通常基地局２０の通常無線通信ユ
ニット２３の受信動作で受信された受信データを取得する（ステップＳ１１）。受信デー
タには、移動体の移動状態、即ち位置や走行速度（移動速度）を示すデータが含まれてい
る。サーバ３０は、受信データを使用して、移動体の走行速度（移動速度）を測定する（
ステップＳ１２）。
【００３４】
　移動体の走行速度が設定速度以下で、相対的に低速の場合には、サーバ３０は、通常無
線通信ユニット２３の受信動作をそのまま継続させる（ステップＳ１３，Ｓ１４）。一方
、移動体の走行速度が設定速度以上で、相対的に高速の場合には、サーバ３０は、高速用
基地局１０の高速用無線通信ユニット１３を起動させる（ステップＳ１５）。このとき、
サーバ３０は、高速用無線通信ユニット１３に対して、通常無線通信ユニット２３に設定
したチャネル（無線通信周波数）と同一チャネルを割り当てる（ステップＳ１６）。
【００３５】
　これにより、サーバ３０は、通常無線通信ユニット２３と高速用無線通信ユニット１３
の受信動作を同時に実行させて、高速用アンテナ１１で受信した電波に基づいた受信デー
タ、及び通常アンテナ２１で受信した電波に基づいた受信データのそれぞれを取得するこ
とができる（ステップＳ１７）。
【００３６】
　以上のように本実施形態のシステムによれば、無線通信対象である移動体が相対的に低
速走行の場合には、サーバ３０は、通常基地局２０の通常無線通信ユニット２３の受信動
作で得られる受信データを取得して、移動体の移動状態、即ち位置や速度などの情報を収
集することができる。この場合、移動体が低速であるため、ダイバーシティ方式の通常ア
ンテナ２１でのアンテナ切替え処理が実行されても、データ欠損が少ない受信データを取
得する可能性が高い。従って、高速用無線通信ユニット１３の動作を停止できるため、電
源消費の節約を図ることが可能である。
【００３７】
　一方、移動体が相対的に高速走行の場合には、サーバ３０は、通常基地局２０の通常無
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線通信ユニット２３及び高速用基地局１０の高速用無線通信ユニット１３の各受信動作を
同時に実行させることにより、データ欠損を補償し、正常な受信データを取得することが
できる。従って、前述の第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００３８】
　なお、サーバ３０は、高速用無線通信ユニット１３の受信動作による受信データを優先
的に使用し、通常無線通信ユニット２３の受信動作による受信データを補償用データとし
て使用してもよい。
【００３９】
［第３の実施形態］
　図４及び図５は、第３の実施形態に関する無線通信システムの構成及び動作を説明する
ための図である。なお、当該システムの基本的構成は、図１に示す第１の実施形態に関す
るシステムと同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００４０】
　図４は、道路４１を高速走行している移動体４０と、無線通信システムの高速用アンテ
ナ１１を有する高速用基地局１０との間、または通常アンテナ２１を有する通常基地局２
０との間で無線通信を行なっている状態を示す図である。この場合、通常アンテナ２１に
よる通信エリア２１０と、高速用アンテナ１１による通信エリア１１０とは異なる。
【００４１】
　このような状態において、高速用アンテナ１１を使用する高速用無線通信ユニット１３
と、通常アンテナ２１を使用する通常無線通信ユニット２３の各受信動作が同時に実行さ
れている場合に、高速用無線通信ユニット１３で受信した受信データの方が、常に、デー
タ欠損が多いことがある。このような場合には、高速用アンテナ１１の方向を、予め決定
されている設定範囲内で調整することが有効である。
【００４２】
　そこで、本実施形態のシステムは、図５に示すように、高速用基地局１０の高速用アン
テナ１１が、アンテナ方向調整器５０により方向が調整されるように構成されている。ア
ンテナ方向調整器５０は、例えば、高速用アンテナ１１の方向を変化させるための移動機
構及びサーボモータを有し、当該サーボモータの駆動制御に応じて移動機構を介して高速
用アンテナ１１の方向を調整する。アンテナ方向調整器５０は、サーバ３０によりサーボ
モータを駆動制御されて、高速用アンテナ１１の方向を設定範囲内で調整する。
【００４３】
　サーバ３０は、高速用無線通信ユニット１３で受信した受信データのデータ欠損が多い
場合に、アンテナ方向調整器５０を介して高速用アンテナ１１の方向を設定範囲内で調整
する。このようなサーバ３０によるアンテナ自動調整により、図５に示すように、高速用
アンテナ１１による通信エリア１１０は、図４に示す場合と比較して変化する。従って、
高速用基地局１０の受信状態を改善して、高速用無線通信ユニット１３で受信した受信デ
ータのデータ欠損を減少させることが可能となる。
【００４４】
　以上要するに、本実施形態のシステムであれば、高速用アンテナ１１の方向を設定範囲
内で自動調整することができる、特に、高速走行中の移動体４０との無線通信による受信
状態を改善して、データ欠損の少ない受信データの取得を実現できる。これにより、特に
、移動体の種類を問わず、安定した無線通信を行うことが可能となる。
【００４５】
　なお、本実施形態では、高速用アンテナ１１の自動方向調整機能について述べたが、こ
れに限ることなく、通常アンテナ２１の方向を設定範囲内で自動調整する構成も実現する
ことができる。
【００４６】
［第４の実施形態］
　図６は、第４の実施形態に関する無線通信システムの構成及び動作を説明するための図
である。なお、当該システムの基本的構成は、図１に示す第１の実施形態に関するシステ
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ムと同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００４７】
　本実施形態は、図６に示すように、例えばレース場などの道路４１を複数の範囲に分割
して、各範囲をカバーする通信エリア１１０Ａ～１１０Ｄを有する複数の高速用基地局１
０Ａ～１０Ｄが配置されたシステムである。これら各高速用基地局１０Ａ～１０Ｄはそれ
ぞれ、高速用アンテナ１１、混合器１２、高速用無線通信ユニット１３、及びデータ処理
部１４を有し、各受信データをサーバ３０に伝送する。
【００４８】
　本実施形態では、サーバ３０は、移動体４０が走行している範囲に対応する通信エリア
をカバーする高速用基地局の高速用無線通信ユニット１３の動作をオン（ＯＮ）する。ま
た、サーバ３０は、移動体４０が走行している範囲から外れた通信エリアをカバーする高
速用基地局の高速用無線通信ユニット１３の動作をオフ（ＯＦＦ）する。
【００４９】
　具体的には、サーバ３０は、例えば、移動体４０が走行している範囲に対応する通信エ
リア１１０Ｄをカバーする高速用基地局１０Ｄの無線通信機能を有効にする。即ち、サー
バ３０は、高速用基地局１０Ｄの高速用無線通信ユニット１３の動作をオンして、移動体
４０からの受信データを取得する。サーバ３０は、高速用基地局１０Ｄで受信された受信
データから、高速に走行している移動体４０の移動状態、即ち移動体の位置、姿勢や移動
速度などの各種情報をリアルタイムに収集する。
【００５０】
　ここで、サーバ３０は、受信データに含まれる移動速度情報に基づいて、図６に示すよ
うに、移動体４０が通信エリア１１０Ｄを通過して、次の通信エリア１１０Ａに入る時間
を予測する。サーバ３０は、移動体４０が通信エリア１１０Ｄを通過して、そのエリア１
１０Ｄの外に出ると、高速用基地局１０Ｄの高速用無線通信ユニット１３に休止情報を出
力してオフさせる。これにより、高速用基地局１０Ｄの高速用無線通信ユニット１３は、
次に移動体４０が接近して、サーバ３０から指示があるまで待機状態となる。
【００５１】
　一方、サーバ３０は、移動体４０が通信エリア１１０Ｄを通過して通信エリア１１０Ａ
に入る直前に、高速用基地局１０Ａの高速用無線通信ユニット１３に起動情報を出力して
オンさせる。これにより、サーバ３０は、高速用基地局１０Ａの高速用無線通信ユニット
１３で受信された受信データから、高速に走行している移動体４０の位置、姿勢や移動速
度などの各種情報をリアルタイムに収集する。
【００５２】
　以上のようにして本実施形態のシステムであれば、複数の高速用基地局１０Ａ～１０Ｄ
の中で、移動体４０との無線通信が有効な通信エリアを有する高速用基地局の高速用無線
通信ユニット１３をオンさせて、それ以外の高速用基地局の高速用無線通信ユニット１３
をオフさせる。即ち、移動体４０が通過した通信エリアの高速用無線通信ユニット１３に
対して、無線通信に必要なチャネル（無線通信周波数）を一旦解除して待機させる。一方
、移動体４０が接近して入る直前の通信エリアの高速用無線通信ユニット１３に対して、
無線通信に必要なチャネルを設定し、無線通信を開始させる。
【００５３】
　このような高速用基地局１０Ａ～１０Ｄに対するオン／オフ制御により、無線通信に必
要な高速用無線通信ユニット１３のみを動作させて、無線通信の不要な高速用無線通信ユ
ニット１３を無駄に専用させるような事態を回避できる。従って、特に走行位置が異なる
複数の移動体との無線通信を行なう場合に、オフしている高速用基地局の高速用無線通信
ユニット１３に対して、新たに移動体との無線通信に必要なチャネルを設定することで、
無線通信を有効に行なうことができる。即ち、無線通信の不要な高速用無線通信ユニット
１３を占有している場合、チャネルの異なる新たな移動体との無線通信を直ちに行なう個
とができないことがあるが、本実施形態のシステムであればそのような事態を回避できる
。これにより、複数の高速用無線通信ユニット１３を無駄なく有効に利用することが可能
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【００５４】
　なお、本実施形態では、高速用基地局１０Ａ～１０Ｄに対するオン／オフ制御について
述べたが、これに限ることなく、複数の通常基地局を配置した場合のオン／オフ制御にも
適用することができる。
【００５５】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の第１の実施形態に関する無線通信システムの構成を説明するためのブロ
ック図。
【図２】本実施形態に関する無線通信システムの動作を説明するためのフローチャート。
【図３】第２の実施形態に関する無線通信システムの動作を説明するためのフローチャー
ト。
【図４】第３の実施形態に関する無線通信システムの作用効果を説明するための図。
【図５】第３の実施形態に関する無線通信システムの部分的構成を説明するための図。
【図６】第４の実施形態に関する無線通信システムの構成及び動作を説明するための図。
【符号の説明】
【００５７】
　１０，１０Ａ～１０Ｄ…高速用基地局、１１…高速用アンテナ（第２のアンテナ）、
　１２…混合器、１３…高速用無線通信ユニット（第２の無線通信装置）、
　１４…データ処理部、２０…通常基地局、
　２１…ダイバーシティ方式のアンテナ（第１のアンテナ）、２２…混合器
　２３…通常無線通信ユニット（第１の無線通信装置）、２４…データ処理部、
　３０…サーバ。
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